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令和４年第２１回定例委員会  

 

１ 日   時 令和４年１２月１４日（水）13時 00分から 13時 30分まで 

 

２ 場   所 委員会室 

 

３ 出 席 者 東京都選挙管理委員会  委  員  長  澤 野 正 明 

委員長職務代理  野 村 有 信 

委     員  臼 井 祐 一 

委     員  毛 利 徹 也 

事 務 局 長 

総 務 課 長 

                                      選 挙 課 長 

                             広報啓発担当課長 

                             書 記 ４ 名 

 

 

 

 

４ 議   事 

  議  案 

   １ 東京都選挙管理委員会が保有する個人情報の保護に関する規程の廃止について 

２ 東京都選挙管理委員会が保有する特定個人情報の保護に関する規程の廃止に 

ついて 

３ 東京都選挙管理委員会電子情報処理規程の一部改正について 

４ 東京都選挙管理委員会が行う情報公開事務に関する規程の一部改正について 

 

  報  告 

１ 令和４年１２月の選挙人名簿登録者数等について 

２ 令和４年１１月２７日執行小金井市長選挙及び同市議会議員補欠選挙結果に 

ついて 

３ 令和４年１２月４日執行品川区長選挙及び同区議会議員補欠選挙結果について 

    

そ の 他 

 １ 当面の日程について 
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５ 会議の概要   

発 言 者 発  言  の  要  旨 

委 員 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

委 員 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 ただ今から令和４年第２１回定例委員会を開会いたします。 

お手元に、令和４年第２０回定例委員会の会議要録をお示ししてありますの

で、お気づきの点などがございましたら、事務局まで御連絡をお願いいたしま

す。 

本日は、４件の議案と３件の報告事項を予定しております。 

 

それでは、議案第１号 東京都選挙管理委員会が保有する個人情報の保護に

関する規程の廃止について、 

議案第２号 東京都選挙管理委員会が保有する特定個人情報の保護に関す

る規程の廃止について、 

議案第３号 東京都選挙管理委員会電子情報処理規程の一部改正について、 

及び議案第４号 東京都選挙管理委員会が行う情報公開事務に関する規程

の一部改正についての４点は、内容が関連するものですので、一括して事務局

より説明を求めます。 

 

≪議案第１号から議案第４号までについて説明≫ 

 

説明は終わりました。ただ今の説明について、御質問・御意見はございませ

んか。 

 

体系が変わったことはよく分かりました。また、地方公共団体等を追加した

というのも分かりました。基本的なところで、最初に、特定個人と個人という

ものがありますが、これはどういうことですか。 

 

特定個人情報とは、いわゆるマイナンバーに関することになります。これに

つきましては、東京都でも別途この特定個人情報に関する条例を定めておりま

す。また、個人のお名前や電話番号といったマイナンバー以外の情報は、これ

までいわゆる個人情報保護条例で保護されておりました。マイナンバーにつき

ましては、取り扱いがマイナンバー法との関係もあり、別立ての条例になって

おります。 

 

それが今回、個人情報保護法へと一本化するのですか。 

 

おっしゃるとおりです。 

 

中身として変わった点はあるのですか。 

 

そちらにつきましては、改廃の部分を御説明します。資料を御覧ください。

廃止につきましては、例として議案３号にて御紹介をさせていただきます。１

０ページを御覧ください。新旧対照表を添付させていただきましたが、下段が

現行のバージョンになります。電子情報処理については、これまで個人情報の
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委 員 長 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

委 員 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

保護に関する条例と特定個人情報の保護に関する条例と、それぞれ別立てで条

例が定められておりました。 

 

それは先ほどの説明で分かったのですが、具体的に、新しい個人情報保護法

というのは、今まで二つに分かれていた条例と異なる部分はあるのですか。 

 

今まで二つの条例に分かれておりましたが、異なる取扱いはありません。 

 

実質的には同じことがひとまとめになったという理解でよろしいですか。 

 

おっしゃるとおりです。 

 

形式的な部分と、地方公共団体等を追加したというのが決定的な違いという

ことですね。 

 

他にも、国の様々な機関や、他の法人等、そういったものも今回この法体系

の中に飲み込まれるのですが、地方公共団体も今回ここで同じように加わると

いうことで、全て体系が変わります。 

 

今まで地方公共団体は個人情報保護という義務を課せられていなかったの

ですか。 

 

課せられていなかったということではなく、法律によらず、地方公共団体ご

とに条例で定めるといったことになっておりました。そのため、この法律につ

きましては適用外となっていたのですが、今回、全国的に共通ルールを総務省

の方で規定して、全体の所管を全てこの法律に一本化するということになりま

した。それまでは国の行政機関、独立行政法人、民間の事業者、地方公共団体、

それぞれに個人情報の保護に関する規定があったのですが、今回それを一本化

したことで、例えば公立病院や国立大学等、そういった機関も今回全て、法体

系の中に組み込まれます。 

 

他に御質問・御意見がなければ、お諮りいたします。議案のとおり決定する

ことに、御異議はございませんか。 

 

異議なし 

 

異議なしと認めます。よって議案第１号から議案第４号までは、原案のとお

り決定いたしました。 

それでは、報告事項第１ 令和４年１２月の選挙人名簿登録者数等につい

て、事務局より説明を求めます。 

 

≪報告事項第１について説明≫ 

 

説明は終わりました。ただ今の説明について、御質問・御意見はございませ
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委  員 

 

委 員 長 

 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

委 員 長 

 

 

事 務 局 

 

 

委 員 長 

 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 

委  員 

 

委 員 長 

 

 

 

んか。 

 

なし 

 

御質問・御意見がなければ、報告事項第１について了承することといたしま

す。次に、報告事項第２ 令和４年１１月２７日執行小金井市長選挙及び同市

議会議員補欠選挙結果について、事務局より説明を求めます。 

 

≪報告事項第２について説明≫ 

 

説明は終わりました。ただ今の説明について、御質問・御意見はございませ

んか。 

 

補欠選挙について、僅差での落選となっておりますが、その点いかがでしょ

うか。 

 

確かに僅差でございますが、34 票の差でございまして、今までのところ特

に選挙争訟の動きなどは聞いておりません。 

 

御質問・御意見がなければ、報告事項第２について了承することといたしま

す。それでは、報告事項第３ 令和４年１２月４日執行品川区長選挙及び同区

議会議員補欠選挙結果について、事務局より説明を求めます。 

 

≪報告事項第３について説明≫ 

 

説明は終わりました。ただ今の説明について、御質問・御意見はございませ

んか。 

 

なし 

 

御質問・御意見がなければ、報告事項第３について了承することといたしま

す。それでは、当面の日程について、事務局より説明を求めます。 

 

≪当面の日程について説明≫ 

 

説明は終わりました。ただ今の説明について、御質問・御意見はございませ

んか。 

 

なし 

 

 御質問・御意見がないようですので、当面の日程について了承することとい

たします。次回の定例委員会は、１月１１日に開催することといたします。 

その他、これまでの議題について、何かご意見等ございますか。 
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委  員 

 

委 員 長 

なし 

 

特にないようですので、以上をもちまして本日の委員会は閉会といたしま

す。 

 


